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           （１）総 則               

１. 目的 

新型インフルエンザの甚大な被害を可能な限り抑制し、熊本県県民の生活や社会的経済的な影

響を最小限度に食い止める為に、熊本県の医療法人を会員（以下、会員と称す）とする「一般社

団法人熊本県医療法人協会（以下、当協会と称す）」は医療法人の果たす役割と責任を重く受け止

め、熊本県より指定地方公共機関の責を受託しました。 

新型インフルエンザ対策を当協会の危機管理に関わる重要な課題と位置付け、「熊本県新型イン

フルエンザ等対策行動計画」に基づき、国、県と相互に連携協力し、感染拡大の可能な限りの抑

制の為の対策を講じることを目的として、新型インフルエンザ等対策に関する業務計画を策定し

ます。 

２. 基本方針 

国、県と当協会並びに会員は相互に連携協力し、新型インフルエンザ等対策の的確かつ迅速な

実施に万全を期し、医療の確保、公共サービス等の事業継続等に最大限の努力を行います。 

新型インフルエンザが発生する前の段階から、海外発生期、県内未発生期、県内発生早期、県

内感染期、小康期の各時期における業務計画の策定、会員への周知、情報提供、対策実施、県へ

の協力、会員の対策実施への支援等に最大限の努力を行います。 

   （２）新型インフルエンザ等対策の内容及び実施体制

１.  実施体制 

① 平時の体制 

    業務計画の策定、県への届出、会員への周知並びに会員が各々の状況に応じた「診療継

続計画」を作成されるよう依頼します。 

② 発生時の体制 

・ 県と連携し、情報収集を行います｡ 

・ 当協会の理事会を対策会議と位置付け、海外発生期～県内未発生期に対策会議を実

施し、業務計画に基づく今後の対策を検討、会員への周知、実施依頼を行います。 

・ 実施本部は当協会の事務局に設置し、会長が本部長となり指揮を執ります。 

・ 県内発生早期、県内感染期、小康期は必要に応じ対策会議を実施し、県内状況、会

員状況の把握、必要な対策の検討、実施、会員への協力依頼、応援体制の検討等を

行います。 



２.  情報収集及び提供 

下記の各期を通して、適時に情報を収集し、収集した情報を当協会のホームページ、メール、

Fax 等を使用して会員及び一般市民へ提供します。 

① 平時の体制 

・ 国、県、市、各地域保健所等からの情報収集を行います。 

・ 入手した情報を会員及び一般市民へ提供します。 

② 発生時の体制 

・ 国、県と連携し、情報収集・提供体制の整備を会員へ依頼し周知します。 

・ 会員からの現状等を県、市へ報告し、医療機関の状況把握に協力します。 

３.  関係機関との連携 

県と連携し、会員医療機関の必要な対策実施の依頼、県から当協会への応援体制の要請等のあ

った場合は会員間の調整を行います。 

併せて、会員医療機関の備蓄及び適時必要な医薬品等の円滑な供給体制が維持できるよう取引

関係会社へ事前依頼を諮るよう会員に呼びかけます。 

    （３）新型インフルエンザ等対策に関する事項       

１.  対策業務の内容及び実施方法 

適時、対策会議を実施し、下記対策業務を行います。 

・ 会員医療機関等の窓口等での一般市民・利用者などへの情報提供 

・ 会員職員の健康管理、感染予防策の実施依頼 

・ 対策に必要な医薬品等の備蓄、会員間での備蓄医薬品等の提供 

・ 会員医療機関の患者受入れ可能状況等の情報収集報告 

・ 会員医療機関への職員等の応援体制の調整、実施 

２.  感染対策の検討・実施 

適時、対策会議を実施し、実施している対策業務の妥当性、必然性を再検討し、再考した対策を

実施します。 



３. 対策実施上の留意点 

病原性・感染力等のウイルスの特徴、流行の状況、地域の特性、その他の状況を踏まえ、患者

等の人権への配慮や、対策の有効性、実行可能性及び対策そのものが社会経済活動に与える影響

を総合的に勘案し、実施すべき対策を行動計画等で記載するもののうちから対策会議で選択し決

定します。 

           （４）教育・訓練等            

１.  教育・訓練 

  新型インフルエンザ等について感染対策を県と連携して行い、必要な場合は、会員医療機関と

一般市民へ講演会及びホームページなどにおいて、「新型インフルエンザの情報発信、発熱者の対

応方法、発熱している従業員の出勤停止、マスク着用、咳エチケット、手洗い、外出自粛等の基

本的な感染対策」の教育・普及啓発を実施します。 

  また県や他の団体等が訓練等を実施する際に県等からの要請がある場合は協会として参画し、

併せて会員への訓練参加を呼びかけます。また、会員医療機関が出来れば独自で訓練を実施する

様に依頼し、必要な場合は協会も協力を行います。 

２.  計画の見直し 

本計画は、発生状況及び対策訓練の結果等を踏まえ、対策会議において適宜、見直しを行いま

す。 

３.  その他 

その他、協議の必要な事項については対策会議若しくはメール･ＦＡＸ等にて協議します。 


